
　　
来
場
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、
当
日

朝
の
検
温
の
実
施
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

熱
が
あ
る
な
ど
体
調
不
良
の
症
状
が
見
ら

れ
る
場
合
に
は
、来
場
を
控
え
、別
の
日
程

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、マ
ス
ク
を
着
用
し
、咳
エ
チ
ケ
ッ
ト

な
ど
の
感
染
予
防
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

職
員
も
マ
ス
ク
着
用
で
応
対
し
ま
す
。

　
自
分
が
ど
の
項
目
に
該
当
す
る
か
確
認

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

１　
申
告
が
必
要
な
方

●
農
業
、漁
業
、自
営
業
な
ど
の
事
業
を
営

　
ん
で
い
る
方

●
地
代
、家
賃
な
ど
の
不
動
産
収
入
が
あ
る
方

●
給
与
所
得
者
で
勤
務
先
で
の
年
末
調
整

　
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
に
所
得
税
額

　
が
確
定
し
な
い
方
、
ま
た
は
２
カ
所
以

　
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方

●
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
行
な
っ
て

　
い
る
が
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20

　
万
円
を
超
え
る
方

●
生
命
保
険
の
満
期
受
取
金
な
ど
の
一
時

　
所
得
や
雑
所
得
が
あ
る
方

●
北
斗
市
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

　
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
（
た
だ

　
し
、次
に
記
載
の「
３ 

申
告
が
不
要
な
方
」

　
を
除
き
ま
す
。）

●
ふ
る
さ
と
納
税
を
５
団
体
を
超
え
る
自

　
治
体
に
行
な
っ
た
方　
な
ど

２　
申
告
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
方

●
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
年
末
調
整
を

　
行
な
っ
て
い
る
が
、
医
療
費
控
除
や
雑

　
損
控
除
な
ど
の
追
加
が
あ
り
、
所
得
税
、

　
市
・
道
民
税
の
両
方
ま
た
は
い
ず
れ
か

　
が
減
額
と
な
る
方

●
年
金
所
得
の
み
の
方
で
、
社
会
保
険
料
、

　
生
命
保
険
料
、
障
害
者
控
除
な
ど
の
各

　
種
控
除
を
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所

　
得
税
、
市
・
道
民
税
の
両
方
ま
た
は
い

　
ず
れ
か
が
減
額
と
な
る
方

●
各
種
手
続
き
の
た
め
に
所
得
証
明
書
や

　
課
税
・
非
課
税
証
明
書
を
必
要
と
す
る
方

　
な
ど

３　
申
告
が
不
要
な
方

●
給
与
所
得
の
み
で
年
末
調
整
を
行
な
っ
て

　
い
て
、所
得
控
除
額
の
変
更
が
な
い
方

●
年
金
所
得
の
み
で
所
得
税
の
源
泉
徴
収

　
が
さ
れ
ず
、
年
金
収
入
の
合
計
額
が
一

　
定
額
以
下
の
方

 

・
昭
和
33
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方

　
…
１
４
８
万
円
以
下

 

・
昭
和
33
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方

　
…
98
万
円
以
下

申
告
に
必
要
な
も
の（
例
）

●
本
人
確
認
書
類
／
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

＊
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
方
は
、

　
個
人
番
号
確
認
書
類
と
身
元
確
認
書
類

　
の
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
が
必
要
で
す
。

個
人
番
号
確
認
書
類

 

・
通
知
カ
ー
ド（
氏
名
、
住
所
等
の
記
載
事

　
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。）

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

　
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

身
元
確
認
書
類

 

・
運
転
免
許
証

 

・
公
的
医
療
機
関
の
被
保
険
者
証

 

・
身
体
障
害
者
手
帳　
・
療
育
手
帳

 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

 

・
パ
ス
ポ
ー
ト　
・
在
留
カ
ー
ド　
な
ど

※
扶
養
親
族
や
事
業
専
従
者
が
い
る
場
合

　
は
、
そ
の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
も
把
握

　
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
の
案
内
は
が
き
（
は
が
き
の
送
付

　
対
象
者
は
、
次
頁
の
「
申
告
案
内
は
が

　
き
の
送
付
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

●
各
種
領
収
書
、社
会
保
険
料
、生
命
保
険

　
料
、地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

申 告 日 程 ◇受付時間／午前９時～午後４時 来
場
さ
れ
る
方
へ
の
お
願
い

申
告
が
必
要
？
不
要
？

ま
ず
は
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う

月　　日 受　付　地　区

当別・三ツ石地区２月１４日（火）

茂辺地・茂辺地市ノ渡地区２月１５日（水）

谷好・富川・桜岱・水無・
三好・矢不来・館野地区

２月１６日（木）～
１７日（金）

七重浜・追分１丁目地区２月２０日（月）～
２２日（水）、２４日（金）

追分・追分２丁目～７丁目地区２月２７日（月）

飯生・押上・大工川・常盤・
公園通・添山・昭和地区

２月２８日（火）～
３月１日（水）

久根別・東浜１丁目地区３月２日（木）～３日（金）
６日（月）

本町・本郷・市渡・村山・中山・稲里・
白川・細入・南大野・向野・文月・村内地区

３月７日（火）～
９日（木）

開発・東前・萩野・一本木・
千代田・清水川地区３月１０日（金）

中央・中野通・中野・清川・
野崎・東浜２丁目地区

３月１３日（月）～
１５日（水）

会　　場
石別住民センター
 （当別３丁目１番４４号）
茂辺地住民センター
 （茂辺地２丁目５番５６号）

谷好住民センター
 （谷好３丁目１２番４１号）
七重浜住民センター「れいんぼー」
 （七重浜２丁目３２番２５号）
追分福祉センター
 （追分５丁目１４番１号）

エイド’０３
 （飯生３丁目４番１号）
久根別住民センター「くーみん」
 （久根別１丁目２９番１号）
北斗市公民館
 （本郷２丁目３２番５号）

農業振興センター
 （東前７４番地の２）

北斗市役所 １階 大会議室
 （中央１丁目３番１０号）

＊お住まいの受付地区（会場）で申告できない方は、他の会場へお越しください。

◇所得税に関すること　函館税務署　☎３１-３１７１
◇市道民税・国保税に関すること　市役所税務課所得課税係［内線１３４］

問
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国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
な
ど
の

申
告
書
を
作
成
し
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
使
用
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
が

で
き
ま
す
。

泫
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば
ご
利
用
可
能

で
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
「
動

画
で
見
る
確
定
申
告
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

●
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、

　
医
療
費
控
除
の
明
細
書
、
医
療
費
通
知

●
前
年
度
申
告
書
の
控

●
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
所

　
得
の
明
細
書
（
扶
養
親
族
分
も
ご
持
参

　
く
だ
さ
い
。）

●
健
康
保
険
証
、
障
害
者
手
帳
、
扶
養
親

　
族
な
ど
を
確
認
で
き
る
も
の

●
本
人
名
義
の
通
帳（
還
付
申
告
さ
れ
る
方
）

※
申
告
書
へ
の
押
印
は
不
要
と
な
り
ま
し

　
た
の
で
、
ハ
ン
コ
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
ご
注
意
〉

▽
事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
の
あ
る
方

　
「
申
告
に
必
要
な
も
の
（
例
）」
の
ほ
か
、

　
令
和
４
年
分
の
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
、

　
固
定
資
産
（
土
地・家
屋
）
課
税
明
細
書
、

　
前
年
の
収
支
内
訳
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
青
色
申
告
の
方

　
申
告
書
の
内
容
確
認
は
行
わ
ず
受
理
の
み

　
と
な
り
ま
す
。

申
告
案
内
は
が
き
の
送
付

　
国
保
加
入
世
帯
主
の
方
で
、
申
告
時
期

の
１
月
１
日
時
点
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
世
帯
主
の
う
ち
、
令
和
３
年

中
の
申
告
状
況
に
よ
り
今
年
も
申
告
が
必

要
と
判
断
し
た
方
に
対
し
、
１
月
下
旬
に

申
告
案
内
の
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
は
が
き
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合

で
も
、「
１ 

申
告
が
必
要
な
方
」
や
「
２ 

申
告
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
方
」
は
、
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
自
書
申
告
は
、
お
待
た
せ
し
ま
せ
ん

　
自
書
申
告
は
、
自
分
で
申
告
書
を
作
成

し
、
添
付
書
類
を
貼
り
付
け
て
、
そ
の
ま

ま
提
出
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
申
告
書

の
内
容
の
確
認
（
申
告
相
談
）
な
ど
を
行

わ
な
い
た
め
、
会
場
で
長
時
間
待
つ
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
告
書
の
様
式
は
、
１

月
中
旬
に
各
所
に
備
え
付
け
ま
す
。

■
自
書
申
告
提
出
方
法

①
持
ち
込
み
／
市
役
所
税
務
課
、
総
合
分

　
庁
舎
市
民
窓
口
課
、
七
重
浜
・
茂
辺
地

　
両
支
所
、
申
告
会
場
に
提
出
（
内
容
の

　
確
認
は
行
い
ま
せ
ん
。）

②
郵
送

▼
確
定
申
告
書
↓
札
幌
国
税
局
業
務
セ
ン

　
タ
ー
函
館
分
室　
〒
０
４
０̶

８
５
０
５

　
函
館
市
中
島
町
37
番
１
号

▼
市
・
道
民
税
申
告
書
↓
市
役
所
税
務
課

　
所
得
課
税
係　
〒
０
４
９

̶

０
１
９
２

　
北
斗
市
中
央
１
丁
目
３
番
10
号

＊
自
書
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
は
「
本

　
人
確
認
書
類
」
の
写
し
を
添
付
し
て
く

　
だ
さ
い
。

函
館
税
務
署
で
の
申
告
が
必
要
な
方

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、
函
館
税
務
署

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○
青
色
申
告
の
方

○
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

　
申
告
す
る
方　

○
譲
渡
所
得
（
土
地・建
物・株
式
の
売
却
）

　
の
あ
る
方
や
損
失
の
申
告
を
す
る
方

○
山
林
所
得
、
配
当
所
得
の
あ
る
方

○
消
費
税
の
申
告
が
あ
る
方

●
受
付
期
間
／
令
和
５
年
２
月
16
日
㈭

　
〜
３
月
15
日
㈬

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
還
付
申
告
は
、
令
和
５
年
２
月
15
日

　
㈬
以
前
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
会
場（
函
館
税
務
署
）へ
の
入
場

に
は
、「
入
場
整
理
券
」が
必
要
で
す

　
感
染
防
止
の
観
点
か
ら
「
入
場
整
理

券
」
を
当
日
会
場
で
配
付
し
、
申
告
会

場
へ
入
場
で
き
る
時
間
枠
を
指
定
し
ご

案
内
し
ま
す
。

　
入
場
整
理
券
は
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
も
で
き
ま
す
。

混
雑
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
の
来
場
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
と
当
日
の
配

付
状
況
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

函
館
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
書
申
告
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
申
告
）の

メ
リ
ッ
ト

 

・
税
務
署
や
北
斗
市
の
受
付
会
場
に

　
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告
で
き
ま
す
。

 

・
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
証
明
書

　
は
、
そ
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て

　
送
信
す
る
と
、
提
出
ま
た
は
提
示

　
が
不
要
で
す
。

 

・
確
定
申
告
期
間
中
、
24
時
間
い
つ

　
で
も
利
用
可
能
で
す
。

 

・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
連
携
す
る
と
、

　
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ
で
【
給
与
所
得

　
の
源
泉
徴
収
票
】
を
撮
影
す
れ
ば
、

　
金
額
や
支
払
者
情
報
な
ど
が
自
動

　
入
力
さ
れ
ま
す
。
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